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PFI事業は財政負担の削減以外にも持続可能な地域・経済社会の実現に向けた
多様な効果を発揮することも期待されています

PFI事業の効果として考えられているもの

PFI事業

直接的

効果

間接的

効果

PFI事業を行う際にVFMとして評価されてきた領域

PFI事業による効果として新たに評価しうる領域

サービス水準の向上によるVFMが生まれると評価できる領域

低廉な価格でサービス提供が可能（財政負担削減）

良質なサービス提供が可能（サービス水準向上）

地域経済において効果が見込まれる

（地域の経済的価値向上）

持続可能な社会・環境に貢献する効果が見込まれる

（地域の社会的価値向上）
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出所：内閣府『「PPP/PFI事業の多様な効果に関する手引・事例集」
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VFM（Value For Money）とは・・・？？

3

• PFI事業における最も重要な概念の一つで、支

払い(Money)に対して最も価値の高いサービス

(Value)を供給するという考え方

•従来の方式と比べてPFIの方が総事業費をどれ

だけ削減できるかを示す割合
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VFM（Value For Money）とは

性能発注

VFMを
生み出す源泉

複数年契約

料金設定や資産

利活用の自由度

一括・包括発注

リスク対応

競争の効果

月４回点検

◎ 法令順守

• 分離・分割発注の非効率解消

• バンドリング効果 など

• 単年度契約の非効率解消

• 効率化の工夫・投資効果（清掃ロボット・LEDなど）
• 引継ぎコスト低減

• 競合を意識した工夫の動機付け

• 戦略的な価格設定など

• ノウハウを活かした確実性の向上

• ガバナンス強化によるリスク抑制

コンセッションの

特徴／優位性

4

PFI事業は財政負担の削減以外にも持続可能な地域・経済社会の実現に向けた
多様な効果を発揮することも期待されています
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コンセッションには、指定管理者制度と比較して料金設定や資産利活用における
民間事業者の自由度が高いという優位性があります

指定管理者制度とコンセッションの比較

比較項目 指定管理者制度 コンセッション

根拠法（特性） 地方自治法（行政事務の代替） PFI法(公共施設等の整備・運営)

官民の関係性 基本協定・実施協定による協定関係 実施契約による契約関係

期間 5年程度の場合が多い※1 20年以上が一般的

対象
公の施設

（利用料金の徴収有無は問わない）

利用料金の徴収を行う公共施設等

（公の施設以外も可）

建物の改築・更新 業務範囲に含まれないことが一般的 業務の一環として実施可能

利用料金

（変更に係る取扱い）

収受可能

（変更には首長の承認が必要）

収受可能

（届出により柔軟に変更が可能）

公の施設の使用許可 条例に基づき使用許可を与えることが可能 使用許可を与えることは不可

行政財産の利活用
設置目的の範囲外で収益性・サービス向上等に取り組む

場合、目的外使用許可を受けること等で利活用が可能

左記の場合、目的外使用許可以外に、

PFI法に基づく私権の設定により利活用が可能

抵当権 抵当権の設定対象となる物権なし 運営権に対して設定可能

公共側の事由による

取消に対する補償
地方自治法上の規定なし 取消に伴って発生する損失の補償が必要※2

※1  総務省が公表している『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果（令和4年3月29日公表）』では、指定期間「5年」が
72.7%、「5年超」が7.6%とのデータが示されている。ただし、指定期間について法令上の定めはなく、事業の目的や特性等を踏まえ適切に定めるべき
ものであり、PFI事業者を指定管理者に指定する場合は、PFI事業期間を指定期間とすることも可能。

※2 PFI法第30条第1項に規定されている。

出所：内閣府「スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン」より作成

VFM（Value For Money）とは
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宮崎白浜オートキャンプ場施設運営事業では、運営方式を指定管理からコンセッ
ションに変更したことで多大なVFMを生み出しています

宮崎白浜オートキャンプ場施設運営事業におけるVFMに関連する効果の例

VFM（Value For Money）とは

財政負担の軽減

（VFMの発現）

収入（運営権対価）

の発生

利用者・売上の増加

⚫ コンセッション導入前は修繕費や指定管理料など年間約700万円を負担していたが、コン
セッション導入後は年間約24万円まで減少（年間の指定管理料 550万円 ⇒ 0円）

⚫ 指定管理料の負担をなくしても利用料金収入が堅調であり、コンセッション導入3年目から
運営権対価を収受

⚫ 事業者の提案に基づき利用料金の改定を行い、令和元年度から5年度にかけて売上が大
幅に増加

⚫ 利用料金の改定内容のほとんどがサービスの充実によるもので、単純値上げではない

出所：宮崎市資料
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定量的に測れない多様な効果

•利用者（市民）目線でのサービス水準の向上

•地域への経済的・社会的効果 等
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近年では地域経済・社会に多くのメリットをもたらすPFI事業＝ローカルPFIが推進さ
れています

ローカルPFIの概要

出所：内閣府『ローカルPFIの推進について』

➢ ローカルPFIは、PFI事業の推進（案件形成、事業者
選定、契約履行等の一連の過程）を通じ、地域経

済・社会により多くのメリットをもたらすことを志向する

コンセプト

➢ 財政負担軽減（VFM）に加え、自治体・民間の創
意工夫による多様な効果に焦点を当てている

地域課題を元にコアとなる効果を設定するとともに、

事業化アイデアの深掘りにより、副次的効果のイメー

ジを固めることでPFI事業の多様な効果を発揮

地域課題の解決

公共空間の活用

地域経営の視点

PFIによる地域課題を解決し地域の発展に効

果のある指標を設定し、定量・定性的に評価

PFI事業を実施することにより、公共施設や余

剰地を活用した取組を支援

施設や分野を横断して課題解決に取り組む

ための、新たな官民連携手法の検討を推進

ローカルPFIの特徴

令和5年度から、内閣府による「民間資金等活用事業調査費
補助事業」の対象となる事業の要件に、「多様な効果の検討
評価に係る要件」が追加されるなど、ローカルPFIは国の重点施
策になりつつあります

ローカルPFIに期待される効果

定量的に測れない多様な効果
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宮崎白浜オートキャンプ場施設運営事業では、VFM以外にも様々な民間事業者
の創意工夫によるサービス向上や地域への波及効果を生み出しています

宮崎白浜オートキャンプ場施設運営事業における多様な効果の例

出所：宮崎市資料

定量的に測れない多様な効果

サービス水準向上
（直接的な効果）

地域の経済的価値向上
（間接的な効果）
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第一期事業（5年）の多様な効果を含む成果確認を踏まえ、次期事業は事業
期間を10年とし、より魅力的な事業展開を図っています

持続的な民活効果の実現

出所：宮崎白浜オートキャンプ場施設運営事業特定事業の選定について

宮崎白浜オートキャンプ場の公共施設等運営権者及び指定管理者の候補者選定について

定量的に測れない多様な効果

第一期事業（5年）
※運営権対価：最低提案価格については、0円以上

第二期事業（10年）
※運営権対価：売上額に1.5%を乗じた額かつ、最低提案価格は年額50万円以上

VFMのほか
多様な効果確認

第二期事業特定事業の選定 第二期事業事業計画の概要



© 2025. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.11

官民連携において、民間事業者のノウハウは魔法の杖ではありません。民間事業者の
ノウハウをいかに引き出す事業とするかがとても重要です

好循環スパイラルアップの考え方

定量的に測れない多様な効果

⚫ 利用料金の柔軟性確保

⚫ 施設利活用の柔軟性確保

⚫ 長期の運営期間を確保

⚫ 性能発注の考え方を推進

優れた人材の確保・安定化

積極的な投資誘発

運営費等の支出効率化

利用者満足度向上

集客促進

施設の収益性拡大

経営安定化

公共サービスの魅力増

歳出削減

安定的な事業継続

地域の魅力拡大

一般的に指定管理事業等でも求められる内容
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第1回（宮崎白浜オートキャンプ場施設運営事業）のほか、第2回勉強会でもコン
セッションの効果についてご講演をいただき、文部科学省チャンネルで配信しています

過去の勉強会の概要

定量的に測れない多様な効果

過去の勉強会の開催動画はYouTube文部科学省チャンネルにて配信しております。
https://www.youtube.com/watch?v=GPPe2TAPCqg

第一回勉強会事例紹介講演：宮崎白浜オートキャンプ場施設運営事業

【重点的にご紹介いただいた箇所】

• コンセッションを導入するに至った経緯（指定管理からコンセッションに移行した動機など）

• 外部アドバイザーを活用しない選択をした理由と、どのように事業者選定手続きを実施したか（指定管理者の選定手続きと比較し

た際の事務負担、活用した国の補助・支援メニューなど）

• コンセッション導入のねらいと、それを踏まえた事業設計の考え方、庁内調整の進め方

• 事業者の参画促進のための取組み

• コンセッション事業化後の効果（運営収支や利用者数、施設のリニューアルの状況など）

宮崎市観光戦略課

第二回勉強会事例紹介講演：浜崎伝建地区町家モデル施設の運営事業

【重点的にご紹介いただいた箇所】

• コンセッション事業に至る経緯や対応

• 関係部署や議会との合意形成の取組みについて

• 住民や地元企業との合意形成の取組みについて

• 事業者選定手続きについて

• 事業者の参画促進のための取組みについて

• コンセッション事業化後の効果などについて

萩市文化財保存課

https://www.youtube.com/watch?v=GPPe2TAPCqg
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PFI事業の効果を引き出すためには

•施設の管理者（所管課）や利用者（市民）

の目線でのサービス水準の向上

•地域への経済的・社会的効果等
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協定・契約の締結が完了した後、公共は協定・契約の内容の履行確認、サービス
水準の監視、事業者への動機付けを目的に、モニタリングを行います

モニタリングの目的と方法

履行確認
事業者による業務実施に関し、協定・契約の内容に従い適正かつ確実なサービスの提

供の確保がなされているかどうかを確認する

監視
公共施設等の管理者等の責任において、事業者により提供されるサービスの水準を監

視（測定・評価）し、場合によっては改善を促す

動機付け モニタリングの結果を適切に評価・公表することにより、事業者の業務意欲の向上を図る

事業者による業務実施状況を

把握・検証するためのデータや

サンプルの収集

実施者：公共

（事業者によるセルフモニタリングの方が
合理的な場合もある）

サービス等が要求水準を満たして

いないことが確認された場合の

速やかな改善措置

実施者：公共

（事業者によるセルフモニタリングの方が
合理的な場合もある）

収集したデータやサンプル、

改善措置の実施状況等に関する

実績評価等

実施者：公共

モニタリングの方法

PFI事業の効果を引き出すための公共の役割
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PFI事業の効果を引き出すためには、アウトプットだけでなくアウトカムについてもモニ
タリングを行うことが重要です

モニタリングの対象と視点

PFI事業の効果を引き出すための公共の役割

➢ アウトプットに関するモニタリングの視点には、 PFI事業者の財務とサービスの水準の2種類がある

➢ 文教施設におけるPFI事業の場合、独立採算型による事業実施はあまり想定されないため、
サービスの水準に関する視点がより重視される傾向にある

インプット

（財源）

アウトプット

（VFM・サービス水準等）

アウトカム

（事業の効果）
PFI事業

➢ アウトカムに関するモニタリングは、地域が抱える課題の解決に資するかどうかという視点で評価
を行うことが重要

➢ 評価を行うにあたっては、関連する政策目標や上位計画と連動し、地域課題の解決に資する
評価指標を設定することが求められる

事業者の財務

に関するモニタリング

の視点の例

• 適正な会計手続きが行われているか

• 財務諸表において選定事業の健全な運営を阻害する恐れのある事象
（計画値からの大幅な乖離など）はないか

サービスの水準

に関するモニタリング

の視点の例

• サービス実績：利用者から苦情が寄せられていないか、満足度調査の
結果は良好か

• 利用可能性：施設・設備が正常に稼働するか、所定の基準を満たす
維持管理が行われているか
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効果的なモニタリングを行うためには、事業の構想段階でPFIの効果としてどのようなも
のが見込めるかを検討し、その効果の発現状況を適切に管理する取組みが重要です

多様な効果に関する指標の取扱い方

PFI事業の効果を引き出すための公共の役割

➢ PFI事業において多様な効果を評価する場合は、効果の発揮を期待する項目ごとに評価指標を設ける必要がある

➢ 指標を設けることにより、一貫した評価軸に沿って事業を進めることができるほか、事業の効果を事後的にモニタリング
することも可能になる

➢ PFI事業の実施を検討する際は、多様な効果をVFMと合わせて、またはVFMを補完するものとして取り扱い、総合的に
評価することが有効

➢ 評価方法の設定フローとして以下のようなものが想定される

出所：内閣府『PPP/PFI事業の多様な効果に関する手引・事例集』
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事業の構想段階で掲げた思い、忘れていませんか？

事業終了時に振り返るのではなく、その都度評価していくことが重要です

事後評価等に向けた情報整理

• 事業の概要・効果
• 事業の収入・費用等の内訳整理
• 修繕履歴の整理、施設・設備の
劣化状況把握

• 次期の大規模修繕の把握
• 物品台帳整理

事後評価の実施

• 事業実施状況概要
• 事業効果や課題・改善点
• 事業手法の妥当性検証
• 次期事業について

事業の引継ぎ

• 物品の引継ぎ
• 期間満了前修繕の実施
• 次期事業者への引継ぎ

次期事業手法の検討

• 優先的検討規程を策定済みの場
合は規程に則った対応

必要に応じて導入可能性調査や次期事業の
修繕計画の策定を経て、次期事業者選定

事
後
評
価
等
実
施
段
階

中間評価（5年又は10年毎に実施）

• 事業者による自主モニタリングの実施に係る検討

• 定期・随時モニタリング

• 定期・随時モニタリング

• 定期・随時モニタリング

…

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

実
施
段
階

• モニタリングにおける情報収集方法（必要情報項目、収集頻度）の検討公
募
・

選
定

段
階

次期事業の開始

期
間
満
了
4
年
程
度
前
に
着
手

期
間
満
了

3
年
程
度
前
に
着
手

指定管理者制度
を活用する場合には、
指定管理者の

評価プロセスと併用

検討状況に応じて、事後

評価等の手続きの一部を

次期のPFI事業の導入可

能性調査に織り込むなど

の対応も想定

公
表

事業者に協力を要請
又はモニタリング時に
情報を収集

事業者の自己評価
の作成を依頼し、必
要に応じてヒアリング

概ね、2年程度前から
事業者と引継ぎ実施

【重要なポイント】

⚫ 事業構想段階などで、当初計画

した事業の目的や狙い（達成し

たいこと）を念頭に、中間評価や

期間満了時の事後評価を見据

えつつ、何をモニタリングすることで、

その効果を検証できるか

⚫ 中間評価や期間満了時の事後

評価にあたっては、モニタリングし

たい情報を長期間の事業でどう

やってシステマチックに収集するか

⚫ 例えば、公募の準備などの際に

要求水準に何を規定すればよい

かを逆算して検討するなど

出所：内閣府『PFI事業における事後評価等マニュアル』

PFI事業の効果を引き出すための公共の役割
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